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社会福祉施設における食中毒事故発生防止の徹底について食中毒事故発生防止通知

衛生管理及び食中毒発生予防通知

平成26年7月31日

保育所保育指針 保育所保育指針 平成29年3月31日

要配慮者利用施設の管理者等に対する避難確保計画の作成及び訓練の実施の徹底について 平成29年8月23日避難確保計画作成通知

平成29年11月10日

平成30年6月8日

児童福祉行政指導監査の実施について 平成12年4月25日

保育所給食の手引き 保育所給食の手引き 平成22年4月12日

昭和35年3月31日

関税暫定措置法 関税暫定措置法 昭和35年3月31日

保育士労働環境確保通知 保育士の労働環境確保に係る取扱いについて 平成29年9月7日

認定こども園における職員配置に係る特例について認定こども園における職員配置特例 平成28年4月1日

平成8年6月18日

宮崎県認定こども園の認定手続等に関する規則 平成18年10月1日

特定教育・保育施設等における事故の報告等について

教育・保育施設等においてプール活動・水遊びを行う場合の事故の防止について

多数給食施設における栄養管理に関する条例 平成12年3月29日

○県条例等

児童福祉行政監査通知

プール事故防止通知

事故報告通知

平成３１年４月改訂

保育指針解説

【　根　拠　法　令　等　（　略　称　）　】
○法令

略称 正式名称 公布等年月日

昭和22年8月30日

児童福祉施設設備運営基準 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 昭和23年12月29日

労働基準法 労働基準法 昭和22年4月7日

保育所保育指針解説 平成３０年２月改定

感染症対策ガイドライン 保育所における感染症対策ガイドライン 平成３０年３月改訂

衛生管理通知 平成9年3月31日社会福祉施設における衛生管理について

認定こども園設備運営基準
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理
大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準（告示）

インクルーシブ保育について 保育所等におけるインクルーシブ保育に関する留意事項について

保育所等における看護師等の配置特例の要件見直しに関する留意事項について 令和4年11月30日

平成5年6月18日短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律パート労働法

労働基準法施行規則

正式名称 公布等年月日

昭和47年9月30日

○国通知等
略称

労働基準法施行規則

関税暫定措置法施行令 関税暫定措置法施行令

労働安全衛生規則 労働安全衛生規則

平成27年12月7日子ども・子育て支援新制度における指導監査等の実施について新制度指導監査通知

アレルギー対応ガイドライン 保育所におけるアレルギー対応ガイドライン

令和4年12月26日

看護師等の配置特例の要件見直しについて

児童福祉施設等における衛生管理の改善充実及び食中毒発生の予防について 平成9年6月30日

認定規則

栄養管理条例施行規則 多数給食施設における栄養管理に関する条例施行規則 平成12年6月1日

大量調理施設衛生管理マニュアル 大量調理施設衛生管理マニュアル 平成9年3月24日

宮崎県認定こども園の認可・認定基準に関する条例等の施行について認可・認定基準条例施行通知 平成26年11月19日

略称 正式名称 公布等年月日

認定こども園認定基準条例 宮崎県認定こども園の認定基準に関する条例 平成18年10月1日

栄養管理条例

安全管理の徹底について 保育所、幼稚園及び認定こども園における安全管理の徹底について 令和3年8月27日



適 否 非該当 文書 口頭 助言

【認可外基準】 ①「認可外保育施設指導監督基準」を満たしているか。 新制度指導監査通知

　※同基準を満たしているかどうか、別途立入調書により確認を行う。

【施設運営】 ①保育室・園舎の面積は基準を満たしているか。 ○ 認定こども園認定基準条例

【保育室】

　※直近の児童数について、満年齢で記入すること。

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

１⑴前略
※幼保連携型認定こども園以外の認定こども園については、保育所型は
保育所、幼稚園型は幼稚園、地方裁量型は認可外保育施設として指導
監査を実施。その上で、認定権者である都道府県の判断により、必要に
応じ、認定こども園としての認定基準の遵守状況等を実地調査等により
確認。

立入調書参照

㎡ 満2歳以上の子 人 1.98㎡ ㎡

㎡ 満2歳以上の子 人 1.98㎡ ㎡

組
満2歳に満たず、ほふく不可の子 人 1.65㎡ ㎡

満2歳に満たず、ほふく以上可能の子 人 3.3㎡ ㎡

㎡ 満2歳以上の子 人 1.98㎡ ㎡

組
満2歳に満たず、ほふく不可の子 人 1.65㎡ ㎡

満2歳に満たず、ほふく以上可能の子 人 3.3㎡ ㎡

㎡

㎡ 満2歳以上の子 人 1.98㎡ ㎡

組
満2歳に満たず、ほふく不可の子 人 1.65㎡ ㎡

満2歳に満たず、ほふく以上可能の子 人 3.3㎡ ㎡

組
満2歳に満たず、ほふく不可の子 人 1.65㎡ ㎡

満2歳に満たず、ほふく以上可能の子 人 3.3㎡ ㎡

㎡ 満2歳以上の子 人 1.98㎡ ㎡

組
満2歳に満たず、ほふく不可の子 人 1.65㎡ ㎡

満2歳に満たず、ほふく以上可能の子 人 3.3㎡ ㎡

事項 点検内容
点検結果 監査結果

根拠法令等

・第８条
　認定こども園において満２歳未満の子どもの保育を行う場合には、保
育室又は遊戯室等に加え、乳児室又はほふく室を設けなければならな
い。
　乳児室の面積は満２歳未満の子ども１人につき1.65㎡以上、ほふく室
の面積は満２歳未満の子ども１人につき3.3㎡以上でなければならない。
・第７条第２項
　保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の子ども１人につき1.98㎡以
上でなければならない。

㎡ 満2歳以上の子 人 1.98㎡ ㎡

組
満2歳に満たず、ほふく不可の子 人 1.65㎡ ㎡

満2歳に満たず、ほふく以上可能の子 人 3.3㎡
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適 否 非該当 文書 口頭 助言

【施設運営】 【園舎】

満3歳以上の学級数に応じた下表の面積 ※いずれか該当する方。 認定こども園認定基準条例

× ＝

ただし、既存施設が地方裁量型認定こども園になる場合で、上記【保育室】の

基準を満たす場合はこの限りではない。

【園庭】

下表のア及びイを満たすか。 認定こども園認定基準条例

ア 満２歳以上の子ども１人につき3.3㎡以上

× ＝

イ 次表に掲げる面積に、満２歳以上満３歳未満の子どもについて、アにより算定

した面積を加えた面積以上であること。

＝

＝

　ただし、既存施設が地方裁量型認定こども園の認定を受けている場合は、

　どちらかの基準を満たせば可。

実面積 ㎡

2学級以下

3学級以上

事項 点検内容
点検結果

学級 400＋80×（学級数      -3） ㎡

実面積 ㎡

監査結果
根拠法令等

満2歳以上の子 人 3.3㎡ ㎡

学級 330＋30×（学級数      -1） ㎡

2学級以上 学級 320＋100×（学級数     －2） ㎡

2学級以上 320＋100×（学級数－2）

第7条第３項
　第１項の屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければなら
ない。ただし、既存施設が地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合
であって、第１号の基準を満たすときは第２号の基準、第２号の基準を満
たすときは第１号の基準を満たすことを要しない。
(１)　満２歳以上の子ども１人につき3.3平方メートル以上であること。
(２)　次の表に掲げる面積に満２歳以上満３歳未満の子どもについて前
号により算定した面積を加えた面積以上であること。

1学級 　１　学級 180㎡

2学級以下

学級数 面積（㎡）

330＋30×（学級数-1）

3学級以上 400＋80×（学級数-3）

学級数 面積（㎡）

1学級 180

第６条
　認定こども園の園舎の面積は、次の表に掲げる基準を満たさなければ
ならない（保育室・遊戯室・乳児室・ほふく室その他の設備の面積を除
く）。
ただし、既存施設が地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合で、乳
児室の面積：満２歳未満の子ども１人につき1.65㎡以上、ほふく室の面
積：満２歳未満の子ども１人につき3.3㎡以上、保育室又は遊戯室の面
積：満２歳以上の子ども１人につき1.98㎡以上の基準を満たすときは、こ
の限りでない。
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適 否 非該当 文書 口頭 助言

【施設運営】 ②建物又は敷地の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示を ○ 認定こども園認定基準条例

　しているか。

③満３歳以上の子どもについては学級を編制し、１学級原則３５人以下としているか。 ○ 認定こども園認定基準条例

④保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、１日８時間を ○ 認定こども園認定基準条例

　原則としているか。

⑤職員の資質向上のため、研修計画を作成し、実施しているか。 ○ 認定こども園認定基準条例・認定規則

【職員体制】 ①教育及び保育に従事する職員の数は年齢別配置基準を満たしているか。 ○ 認定こども園認定基準条例

【児童数及び必要職員数】

※直近の児童数について、満年齢で記入すること。

÷ 3 ＝

÷ 20 ＝

÷ 30 ＝

計 人 計 人

満3歳 人 人 ※小数点第2位以下切り捨て

満4歳以上 人 人 ※小数点第2位以下切り捨て

満1歳 人

÷ 6 ＝ 人 ※小数点第2位以下切り捨て

満2歳 人

満0歳 人 人 ※小数点第2位以下切り捨て

おおむね3人につき1人

※四捨五入

第１３条
　認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間
を原則とし、当該子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長
が定めなければならない。

第１４条第２項
　認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である
旨の表示をしなければならない。

満4歳以上の子ども おおむね30人につき1人

満3歳以上満４歳未満の子ども おおむね20人につき1人

第３条第２項
　満３歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に１日に４時間程度利用するもの及び保育所と同様
に1日に８時間程度利用するもの（「教育及び保育時間相当利用児」）に共通の４時間程度の利用
時間については、満３歳以上の子どもについて学級を編制し、当該学級ごとに少なくとも１人の学
級担任に担当させなければならない。
　この場合において、１学級の子どもの数は、35人以下を原則とする。

監査結果
事項 点検内容

点検結果
根拠法令等

第３条第１項
　認定こども園には、次の表の下欄に定める員数以上の教育及び保育
に従事する者を置かなければならない。
　ただし、常時２人を下ってはならない。

・条例第１０条
　認定こども園は、規則で定める事項に留意して、子どもの教育及び保育に従事する者の資質の
向上を図らなければならない。
・規則第７条（４）　適切な研修の計画を作成し、及び実施することにより、研修の幅を広げること。

満1歳以上満３歳未満の子ども おおむね6人につき1人

満1歳未満の子ども
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適 否 非該当 文書 口頭 助言

【職員体制】 【現在の職員数】

（A) ↓常勤職員の1ヶ月の勤務時間

⇒ ÷ ⇒ （B)

②教育及び保育に直接従事する職員は、常時２人以上配置されているか。 ○ 認定こども園認定基準条例

③満３歳以上の子どもについては、各学級ごとに少なくとも１人の学級担任を ○ 認定こども園認定基準条例

　配置しているか。

④学級担任は、幼稚園教諭免許を有しているか。 ○ 認定こども園認定基準条例・認定規則

　ただし、保育士資格保有者で、その意欲・適性・能力等を考慮して適当と認められる者

　が、幼稚園教諭免許の取得に向けた努力を行っている場合に限り、学級担任とする

　ことができる。

　　※児童福祉事業に３年以上従事した経験を有する者で、県が実施する

　　　幼稚園・保育所・認定こども園等新規採用者研修を修了していることが要件

事項 根拠法令等

時間 常勤換算 人

満4歳以上の子ども おおむね30人につき1人

満3歳以上満４歳未満の子ども おおむね20人につき1人

満1歳以上満３歳未満の子ども おおむね6人につき1人

満1歳未満の子ども おおむね3人につき1人

常勤 人 計
（A）＋（B）

人
非常勤 人 勤務時間（月）の合計 時間

点検内容
点検結果 監査結果

・条例第４条第２項
　職員のうち満３歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園教諭免許
状及び保育士の資格を有する者でなければならない。
・条例第４条第３項
　前項の規定にかかわらず、幼稚園教諭免許状及び保育士の資格を有することが困
難であるときその他やむを得ない事情があるときは、そのいずれかを有することとす
る。
・条例第４条第４項
　前項の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園教諭免許状を有する者でなければ
ならない。ただし、規則で定める場合に限り、保育士の資格を有する者を学級担任と
することができる。
・規則第４条第１項第２号
　条例第４条第４項ただし書の保育士の資格を有する者がその意欲、適性、能力等
を考慮して学級担任として適当と認める者であり、かつ、幼稚園教諭免許状の取得
に向けて努力を行っていること。

第３条第２項
　満３歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に１日に４時間程度利用す
るもの及び保育所と同様に1日に８時間程度利用するものに共通の４時
間程度の利用時間については、満３歳以上の子どもについて学級を編制
し、当該学級ごとに少なくとも１人の学級担任に担当させなければならな
い。

第３条第１項
　認定こども園には、次の表の下欄に定める員数以上の教育及び保育
に従事する者を置かなければならない。
　ただし、常時２人を下ってはならない。

※小数点以下の端数処理はしない。
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適 否 非該当 文書 口頭 助言

【職員体制】 認可・認定基準条例施行通知

⑤満３歳以上の子ども（１号・２号認定）の教育及び保育に従事する職員は、幼稚園教諭 ○ 認定こども園認定基準条例

　免許と保育士資格を併有しているか。

※両資格併有が困難な場合、いずれかの資格を有すること

⑥満３歳以上で保育所同様１日８時間程度利用する子ども（２号認定）の保育に従事する ○ 認定こども園認定基準条例

　職員は、保育士の資格を有しているか。

⑦満3歳未満の子ども(3号認定)の保育に従事する職員は、保育士の資格を有しているか。 ○ 認定こども園認定基準条例

監査結果

第２-二
　園児の教育及び保育に従事する者は、認定規則第４条第１項第２号に
規定する「その意欲、適性、能力等を考慮して学級担任として適当と認め
られる者であり、かつ、幼稚園教諭免許状の取得に向けて努力を行って
いること。」とは、児童福祉事業に３年以上従事した経験を有する者で、
宮崎県教育委員会及び宮崎県が実施する幼稚園・保育所・認定こども園
等新規採用者研修を修了していることとする。

・第４条第３項
　前項の規定にかかわらず、幼稚園教諭免許状及び保育士の資格を有
することが困難であるときその他やむを得ない事情があるときは、そのい
ずれかを有することとする。
・第４条第５項
　第３項の規定にかかわらず、教育及び保育時間相当利用児の保育に
従事する者は、保育士の資格を有するものでなければならない。

根拠法令等

第４条第１項
　満３歳未満の子どもの保育に従事する職員は、保育士の資格を有する
者でなければならない。

・第４条第２項
　職員のうち満３歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚
園教諭免許状及び保育士の資格を有する者でなければならない。
・第４条第３項
　前項の規定にかかわらず、幼稚園教諭免許状及び保育士の資格を有
することが困難であるときその他やむを得ない事情があるときは、そのい
ずれかを有することとする。

事項 点検内容
点検結果

8 / 17 ページ



適 否 非該当 文書 口頭 助言

【職員体制】 ⑧朝夕等保育する子どもが少数となる時間帯にみなし保育士（県知事が保育教諭と ○ 認定こども園における職員配置特例

　同等の知識・経験を有すると認める者）を配置している場合、１人に限っているか。

⑨１日８時間を超えて開所していること等により、みなし保育士（県知事が保育教諭と ○

　同等の知識及び経験を有すると認める者）を配置基準上の職員として算定している

　場合、追加的に確保しなければならない職員の数の範囲内としているか。

⑩小学校教諭又は養護教諭、みなし保育士を配置基準上の職員として算定している ○

　場合、各時間帯において必要となる職員の３分の１を超えていないか。

○ 児童福祉施設設備運営基準

⑪保育認定子どもの定員に応じ必要な数の調理員等を配置しているか。 ○

３人（うち１人は非常勤）利用定員151人以上の施設

※下表は、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」
　（平成28年8月23日）別紙３に規定されている基準。

利用定員40人以下の施設 １人

利用定員41人～150人以下の施設 ２人

①朝夕等園児が少数となる時間帯等における職員配置特例
　子どもの教育及び保育に直接従事する職員は２人を下回ってはならないとされてい
るところ、朝・夕の時間帯に園児が順次登所し、又は退所する過程等で、当該認定こ
ども園において保育する子どもが少数である時間帯に、職員１人に限り、保育教諭等
に代え、県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者を置くことが
できる。

②小学校教諭及び養護教諭の活用に係る特例
　小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者を、保育教諭等に代えて置くこ
とができる。

③教育及び保育の実施に当たり必要となる職員配置に係る特例
　１日につき８時間を超えて開所していること等により、認可の際に必要となる職員に
加えて職員を確保しなければならない場合にあっては、追加的に確保しなければなら
ない職員の数の範囲内で、保育教諭等を県知事が保育教諭と同等の知識及び経験
を有すると認める者に代えることができる。
※１日に８時間を超えて開所している場合、年齢別配置基準上必要となる職員を各
時間帯において配置するためには、「利用定員の総数に応じて置かなければならな
い職員の数」に追加して職員を確保する必要がある
※「利用定員に応じて置かなければならない職員の数」とは、認定こども園の認可の
基準として、利用定員数に対して年齢別配置基準により算定される職員の数

④②及び③の特例を適用する場合の職員配置
　②及び③の特例が適用された職員を配置できるのは、各時間帯において必要とな
る職員の３分の１までである。

附則第２項
　乳児４人以上を入所させる保育所に係る保育士の数の算定について
は、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、
１人に限って、保育士とみなすことができる。

事項 点検内容
点検結果 監査結果

根拠法令等
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適 否 非該当 文書 口頭 助言

【職員体制】 ⑫保育士の数の算定について、当分の間、当該園に勤務する保健師、看護師又は ○ 認定こども園認定基準条例

　准看護師を１人に限って保育士とみなすことができる。

　ただし、在籍乳幼児が３名以下の認定こども園については以下の要件を満たしているか。

　・保育士と合同で保育を行うこと

　・各々の看護師等の最低限の資質の確保の観点から、保育に係る一定の知識や経験を

　　有すること。

看護師等の配置特例の要件見直しについて（R4.11.30国通知）

⑬園児に対し、差別、体罰、言葉の暴力等不適切な処遇はないか。 ○ 認定こども園設備運営基準

【安全対策】 ①危険等発生時対処要領（マニュアル）を作成し、それに基づき災害や事故の発生 ○ 認可・認定基準条例施行通知

　に備えているか。

②保育中の事故防止のため、施設内外の安全点検を行っているか。 ○ 認定こども園認定基準条例

保育所保育指針

附則第6項
　第四条第一項の表備考第一号に定める者については、当分の間、一
人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又
は准看護師（以下「看護師等」という。）をもって代えることができる。ただ
し、満一歳未満の園児の数が四人未満である幼保連携型認定こども園
については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、か
つ、当該看護師等が保育を行うに当たって第五条第三項の表備考第一
号に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければな
らない。

①保育士と合同で保育を行うことについて
　在籍乳児数が３名以下の保育所で看護師等が保育を行う場合は、保
育士と合同の組・グループを編成し、原則として同一の乳児室など同一
空間内で保育を行わなければならないこと。
②保育に係る一定の知識や経験を有することについて
　保育所、幼保連携型認定こども園及び地域型保育事業所等（以下「保
育所等」という。）での勤務経験が概ね３年に満たない看護師等が、在籍
乳児数が３名以下の保育所で保育を行う場合、「子育て支援員研修事業
の実施について」（平成 27 年５月 21 日付け雇児発 0521 第 18 号厚生
労働省雇用均等・児童家庭局長通知）で定める子育て支援員研修のう
ち、地域型保育コースその他の都道府県知事が認める研修の修了（以
下「子育て支援員研修等」という。）を必須とすること。

第九条第二項
　認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げ
る行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

第９条
　認定こども園における教育及び保育の内容は、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を踏
まえるとともに、「幼稚園教育要領」及び「保育所保育指針」に基づかなければならない。

第1－二－５
　子どもの健康及び安全は、子どもの生命の保持と健やかな生活の基本であることから、子どもの
健康状態や発育及び発達の状態の把握、健康増進、疾病等への対応、環境及び衛生管理、事故
防止及び安全対策などについて、認定こども園安全計画の策定を通じ、計画的に行うこと。また、
危険等発生時対処要領（マニュアル）を作成し、それに基づき、災害や事故の発生に備えるように、
必要な対応を図ること。

第３章３（２）ウ
　保育中の事故の発生に備え、施設内外の危険箇所の点検や訓練を実施するとともに、外部から
の不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測の事態に備えて必要な対応を行うこと。

事項 点検内容
点検結果 監査結果

根拠法令等
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適 否 非該当 文書 口頭 助言

【安全対策】 ③子どもに対し、交通安全の習慣を含む安全に関する指導を行っているか。 ○ 認定こども園認定基準条例

保育所保育指針

④プール活動・水遊びを行う場合は、水の外で監視する人員とプールの指導を行う人員 ○ プール事故防止通知

　を分けて配置しているか。

⑤重大事故が発生した場合は、速やかに市町村を経由して県に報告しているか。 ○ 事故報告通知

⑥水防法、土砂災害防止法に基づき、市町村が定める「地域防災計画」に記載された ○ 避難確保計画作成通知

　施設について、「避難確保計画」（水害や土砂災害に対応した避難に係る計画）を

　作成しているか。

⑦認定こども園安全計画を策定し、実施しているか。 ○ 認可・認定基準条例施行通知

第９条
　認定こども園における教育及び保育の内容は、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を踏
まえるとともに、「幼稚園教育要領」及び「保育所保育指針」に基づかなければならない。

第2章3（２）ア（ウ）　⑥
　安全に関する指導に当たっては、情緒の安定を図り、遊びを通して安全についての構えを身に付
け、危険な場所や事物などが分かり、安全についての理解を深めるようにすること。また、交通安
全の習慣を身に付けるようにするとともに、避難訓練などを通して、災害などの緊急時に適切な行
動がとれるようにすること。

　プール活動・水遊びを行う場合は、監視体制の空白が生じないように水
の外で監視に専念する人員とプール指導等を行う人員を分けて配置し、
また、その役割分担を明確にすること。

　死亡事故や治療に要する期間が３０日以上の負傷や疾病を伴う重篤な
事故等（意識不明の事故を含む）が発生した場合には速やかに自治体、
子どもの家族等に連絡を行うこと

　今般、水防法等の一部を改正する法律が施行され、市町村地域防災
計画に定められた要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成、避難訓
練の実施が義務づけられました。
　避難確保計画を未だ作成していない等、義務を履行していない施設に
対しては、早急に義務が履行されるよう、丁寧な指導をお願いします。

事項 点検内容
点検結果 監査結果

根拠法令等

第１-ニ-５
　子どもの健康及び安全は、子どもの生命の保持と健やかな生活の基本
であることから、子どもの健康状態や発育及び発達の状態の把握、健康
増進、疾病等への対応、環境及び衛生管理、事故防止及び安全対策な
どについて、認定こども園安全計画の策定を通じ、計画的に行うこと。

11 / 17 ページ



適 否 非該当 文書 口頭 助言

【安全対策】 ⑧送迎バスを運行する場合、以下に留意し運行の安全確保を徹底しているか。 ○ 安全管理の徹底について(R3.8.27国通知）

○

○

認定こども園認定基準条例

⑪園児等の通園や園外活動のために自動車を運行する場合、園児等の自動車への ○

　乗降車の際に、点呼等の方法により園児の所在を確認しているか。

⑫通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の園児等の見 ○

　落としを防止する措置を装備し、当該装置を用いて、降車時の所在確認をしているか。

　※装置すべき安全装置の導入が困難な場合も考えられるため、施行日から１年間（令和

　　６年３月31日まで）経過措置あり。

その場合、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行っているか。

⑩登園時や散歩等の園外活動の前後等、場面の切り替わりにおける子どもの人数確認につ
いて、ダブルチェックの体制をとる等して徹底しているか。

・運転を担当する職員の他に子どもの対応ができる職員の同乗を求めることが望ましいこと。
・子どもの乗車時及び降車時に座席や人数の確認を実施し、その内容を職員間で共有すること。

事項

⑨子どもの欠席連絡等の出欠状況に関する情報について、保護者への速やかな確認及び職
員間における情報共有を徹底しているか。

点検内容
点検結果 監査結果

根拠法令等

第１７条
　　認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子ども
の移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その
他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認し
なければならない。
２　認定こども園は、通園を目的とした自動車（運転者席及びこれを並列の座席並び
にこれらより１つ後方に備えられた前向きの座席以上の座席を有しないものその他
利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認めら
れるものを除く。）を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの
見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に規定する子どもの所在の確認
（子どもの自動車からの降車の際に限る。）を行わなければならない。
　附則（経過措置）
ブザー等を備えることにつき困難があるときは、令和６年３月３１日までの間、当該自
動車にブザー等を備えて第１７条第１項に規定する子どもの所在の確認を行うことを
要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わ
る措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。

(1)子どもの欠席連絡等の出欠状況に関する情報について、保護者への速やかな確
認及び職員間における情報共有を徹底すること。
(2)登園時や散歩等の園外活動の前後等、場面の切り替わりにおける子どもの人数
確認について、ダブルチェックの体制をとる等して徹底すること。
(3)送迎バスを運行する場合においては、事故防止に努める観点から、
・運転を担当する職員の他に子どもの対応ができる職員の同乗を求めることが望まし
いこと。
・子どもの乗車時及び降車時に座席や人数の確認を実施し、その内容を職員間で共
有すること
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適 否 非該当 文書 口頭 助言

【教育・保育】 ①教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成しているか。 ○ 認定こども園認定基準条例・認定規則

②教育及び保育の指導計画を作成しているか。 ○

③食育計画を作成しているか。 ○ 認定こども園認定基準条例

保育所保育指針

④満３歳未満の子どもについては、生育歴・心身の発達・活動の実態等に即した ○ 認定こども園認定基準条例

　個別的な計画を作成しているか。

保育所保育指針

事項 点検内容
点検結果 監査結果

根拠法令等

・条例第９条
　認定こども園における教育及び保育の内容は、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を踏
まえるとともに、「幼稚園教育要領」及び「保育所保育指針」並びに規則で定める事項に基づかなけ
ればならない。
・規則第６条
　条例第９条の規則で定める事項は、次に掲げる事項について知事が定めるものとする。
（３）教育及び保育の計画並びに指導計画

第1章3（２）イ（ア）
　３歳未満児については、一人一人の子どもの生育歴、心身の発達、活動の実態等に即して、個別
的な計画を作成すること。

第９条
　認定こども園における教育及び保育の内容は、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を踏
まえるとともに、「幼稚園教育要領」及び「保育所保育指針」に基づかなければならない。

第９条
　認定こども園における教育及び保育の内容は、「幼保連携型認定こど
も園教育・保育要領」を踏まえるとともに、「幼稚園教育要領」及び「保育
所保育指針」に基づかなければならない。

第3章2（１）ウ
　乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよ
う、食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し、その
評価及び改善に努めること。
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適 否 非該当 文書 口頭 助言

【教育・保育】 ⑤障がいのある子どもについては、個々の子どもの状態に応じた支援を行っているか。 ○ 認定こども園認定基準条例

保育所保育指針

⑥指導要録の抄本又は写し等子どもの育ちを支えるための資料を小学校等に ○ 認定こども園設備運営基準

　送付しているか。

⑦認定こども園の子どもと小学校等の児童や、認定こども園と小学校等の職員同士の ○ 認定こども園設備運営基準

　交流の機会を設けているか。

【食事の提供】 ①前年度に実施した給食について栄養給与状況報告書を作成し、所轄保健所に ○ 栄養管理条例

　 提出しているか。

②給食関係の帳簿は整備されているか（給食日誌等の栄養管理関係帳簿）。 ○ 栄養管理条例

栄養管理条例施行規則

根拠法令等事項 点検内容
点検結果 監査結果

第９条
　認定こども園における教育及び保育の内容は、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を踏
まえるとともに、「幼稚園教育要領」及び「保育所保育指針」に基づかなければならない。

第1章3（２）キ
　障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把握し、適
切な環境の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、指導計画
の中に位置づけること。また、子どもの状況に応じた保育を実施する観点から、家庭や関係機関と
連携した支援のための計画を個別に作成するなど適切な対応を図ること。

第五の六　２
　地域の小学校等との交流活動や合同の研修の実施等を通じ、認定こども園の子どもと小学校等
の児童及び認定こども園と小学校等の職員同士の交流を積極的に進めること。

第五の六　３
　全ての子どもについて指導要録の抄本又は写し等の子どもの育ちを支えるための資料の送付に
より連携する等、教育委員会、小学校等との積極的な情報の共有と相互理解を深めること。

第4条第1項
　条例第３条第２項に規定する規則で定める書類及び帳簿は、次に掲げ
るものとする。
(１)　献立表
(２)　栄養管理関係帳簿

第３条第1項
　多数給食施設の管理者は、規則で定めるところにより、当該施設にお
ける栄養の給与状況を知事に報告しなければならない。

第３条第2項
　多数給食施設の管理者は、規則で定める書類及び帳簿を備えなけれ
ばならない。
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適 否 非該当 文書 口頭 助言

【食事の提供】 ③子どもに食事を提供する前に検食を実施しているか。 ○ 保育所給食の手引き

④関税が免除されたスキムミルクを使用している場合、受払簿に使用状況を ○ 児童福祉行政監査通知

　記入しているか。

関税暫定措置法

関税暫定措置法施行令

【職員処遇】 ①労働条件通知書（雇用契約書）を交付しているか。 ○ 児童福祉行政監査通知

明示事項：労働契約期間、有期労働契約を更新する場合の基準

　就業場所・業務、始業・終業時刻、時間外労働の有無、

　休憩時間、休日、休暇、賃金、退職

労働基準法

②①で明示された労働条件と勤務実態に相違はないか。 ○

第33条第5項
　法第9条第1項の軽減税率の適用を受けた前条第1項第1号に掲げる物
品の給食を実施する法の別表第1第0402･10号の2の⑴に規定する児童
福祉施設等並びにこれらの者の受託を受けて当該物品を使用して給食
用の加工品を製造する者は、当該物品及び加工食品に関する帳簿を備
え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
　１　略
　２　配分した物品の種類、数量、価格、配分年月日、配分先、蔵置場

別紙１-２-（１）-第２-２-（１）-ア
　労働基準法等関係法規は、遵守されているか。

第9条第1項
　別表第一に掲げる物品のうち、同表において特定の用途に供するもの
であることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件と
しない税率よりも低い税率（軽減税率）が定められているもので、政令で
定めるものについて、軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定
める手続きをしなければならない。

第5章－７　（１）
　調理が完了したら配膳までの間に、調理従事者以外の検食者によって
食事を安全、衛生、食育的観点から検食する。給食日誌の「検食者記録
欄」又は「検食簿」に記載し、結果を活用することで給食内容の改善を図
る。

別紙１-２-（２）-第２-（４）
　給食日誌の記録及び脱脂粉乳の受払記録が適正に行われているか。

第15条第1項
　使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間そ
の他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及
び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項について
は、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

点検内容
点検結果 監査結果

根拠法令等事項
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適 否 非該当 文書 口頭 助言

【職員処遇】 ③労働条件に変更があった場合や、有期労働契約者の更新の際は ○ 労働基準法施行規則

　改めて交付しているか。

パート労働法

④所定労働時間は1日８時間、週４０時間（４４時間）を超えていないか。 ○ 労働基準法

⑤変形労働時間制を採用している場合、１週間あたりの労働時間は法定の範囲内 ○ 労働基準法

　となっているか。

・１か月単位の変形労働時間制を新規に採用する場合

⇒就業規則の変更、労使協定の締結により採用する場合は労働基準監督署への届出が必要

・１年単位の変形労働時間制を新規に採用する場合

⇒労使協定の締結及び就業規則の変更、労働基準監督署への届出が必要

⑥時間外及び休日労働に関する協定（３６協定）を締結し、所轄労働基準監督署に ○ 労働基準法

　届け出ているか。

⑦給与から法定外控除を行っている場合、賃金控除に関する協定（２４協定）を ○ 労働基準法

　締結しているか。

事項 点検内容
点検結果 監査結果

根拠法令等

第３２条の２
　1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間
が40時間（特例措置対象事業場は44時間）以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時
間を超えて労働させることができる制度
第３２条の４・第３２条の４の２
　1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均
し1週間の労働時間が40時間以下（特例措置対象事業場も同じ）の範囲内において、1日及び1週
間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度

第6条第1項
　事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、労働基準法第15条第1項に規定する省令で定め
る事項以外のものであって省令で定めるものを文書の交付等により明示しなければならない。

第32条第1項
　使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

同条第2項
　使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて労
働させてはならない。

第36条第1項
　使用者は、労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、労働基準監
督署に届け出た場合においては、協定の定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労
働させることができる。

第5条第1項
　使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件
は、次に掲げるものとする。（以下略）

第24条第1項
　賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。また、法令に別段の定め
がある場合または当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合は労
働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支
払うことができる。
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適 否 非該当 文書 口頭 助言

【職員処遇】 ⑧年次有給休暇が適切に付与されているか。 ○ 労働基準法

⑨就業規則は関係法令の改正に合わせて変更しているか。 ○ 労働基準法施行規則

⑩労働契約や労働時間に応じ適切な賃金が支払われているか。 ○ 児童福祉行政監査通知

保育士労働環境確保通知

⑪通勤・住宅手当等各種手当が規定され、適正に支払われているか。 ○ 児童福祉行政監査通知

⑫規程と実態は一致しているか。 ○

第39条第1項
使用者は、雇入れから起算して6か月継続勤務し、全所定労働日の8割
以上出勤した労働者に対し、10日の有給休暇を与えなければならない。
（注）週所定労働日が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労
働者（パート労働者）についても、年次有給休暇の比例付与が必要。ただ
し、年間の勤務日が48日に満たない場合は不要。

第49条第1項
　使用者は、常時10人以上の労働者を使用するに至った場合において
は、就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。

別紙１-２-（１）-第２-２-（１）-ア
　労働基準法等関係法規は、遵守されているか。

別紙１-２-（２）-第２-２-（１）
　通勤・住宅手当等の各種手当が規定され、適正に支払われているか。

記⑴
　指導監査通知に掲げられた着眼点のうち、「労働基準法等関係法規
は、遵守されているか」の確認を求めるものについては、保育士等の職
員に対してその労働契約や労働時間に応じ適切な賃金が支払われてい
るか等について、賃金台帳や雇用契約書等の労務関係書類も含め適切
に確認することを意図するものであること。

事項 点検内容
点検結果 監査結果

根拠法令等
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